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青森県行財政改革推進委員会（平成２８年度第１回）

議 事 概 要

■ 開 催 日 時 平成２８年１１月１１日（金） １３時３０分～１５時００分

■ 開 催 場 所 青森国際ホテル 孔雀の間

■ 会 議 次 第 １ 開会

２ あいさつ

３ 議事

青森県行財政改革実施計画に係る取組状況について

４ 閉会

■ 出 席 委 員 遠藤委員、樺委員、小坂委員、榊委員、辻委員、西澤委員

（以上６名）

■ 県側出席者 阿部総務部次長、金総務部次長、

荒関財政課長、大澤人事課長、富谷行政経営管理課長 ほか

■ 議 事 要 旨

《 １ 開会 》

○司会（石岡行政経営管理課グループマネージャー）

ただ今から、「平成２８年度青森県行財政改革推進委員会」を開会いたします。

本日は、委員９名中６名の御出席をいただいております。

内村委員及び山口委員、畑中委員が都合により御欠席でございます。

続きまして、本日の県側出席者を紹介いたします。

（県側出席者紹介）

《 ２ あいさつ 》

○司会

議事に入ります前に総務部次長の阿部から御挨拶を申し上げます。

○阿部総務部次長

阿部でございます。

本日、部長が公務により出席できませんので、代わって御挨拶をさせていただきます。

本日は、委員の皆様におかれましては、御多忙の中、またお寒い中にもかかわりませず、御出席を賜りまして

誠にありがとうございます。

行財政改革ということで、県がおかれている行財政環境は、年々厳しさが増して、また、大きなうねりとなってご

ざいます。

今朝の新聞にもございましたが、国の借金が１０６０兆円ということで、 過去最大を更に更新しているという厳し

い状況であり、当然、いずれは地方財政にも大きな影響があるものと想定されているところでございます。

また、１つには、人口減少という問題が、いよいよ顕在化してきております。県も大きな政策課題として、その克

服に乗り出しているわけでございますが、行政サービスという点においても、サービス客体そのものが減少してい

く、あるいは、子どもさんが少なく、高齢者が多いということで、提供の在り方も変わっていくんだろうということで、
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県行政の運営そのものにも大きな影響があるものと認識いたしております。

そういう厳しさを増す環境、あるいは大きなうねりの中で、どのように行政サービスを提供していくかということに

ついては、効率的に、効果的にという言葉に尽きるわけでございまして、県民の皆様に適切にサービスを提供し

ていくために、この改革をどのようにしっかり進めていくかということを、我々は真摯に考えていかなければいけな

いと考えてございます。

本日、委員会では、実施計画に係る取組状況につきまして御報告申し上げまして、委員の皆様から御意見を

賜りたいと存じております。

何卒、委員の皆様におかれましては、忌憚のない御意見、御提言を賜りますようお願い申し上げまして、御挨

拶とさせていただきます。

本日はよろしくお願いいたします。

○司会

ここからの議事につきましては、遠藤委員長にお願いをいたします。

《 ３ 議事 》

○遠藤委員長

皆様、こんにちは。

午後の一番忙しい時期に時間をとっていただきまして、大変、委員の皆様はじめ、行政各部署からお集まりい

ただいた幹部の皆様に御礼申し上げたいと思います。

ただ今、総務部の阿部次長から御挨拶がありましたけれども、行政を巡る情勢というのは、大変厳しいものが

あると思います。

これは、日本だけの問題ではなく、研究会で諸外国に行くと、中国・香港、インドネシア、インド、それからアメリ

カなど、どこでもやはり行政改革というのは、大きな課題に取り上げられています。

各国の情勢によって種々ですが、例えば、中国などでは、「市場」と「イノベーション」、ここにフォーカスをあて

て非常にスピーディにやり始めています。

このように各国の状況に応じて行革が取り組まれていますけれども、多分、キーワードは「イノベーション」では

ないかと思います。行革をただ減量経営という形に終わらせるのではなくて、むしろ成果をあげていくための「イノ

ベーション」、これを組織全体でどのように取り組んでいくかということが非常に重要ではないかと思います。これ

は、日本だけではなくて、世界各国でその重要性が高くなっていると感じています。

是非、ここは工夫のしどころだと思いますので、皆さんの英知を結集して、取り組んでいかれるようにと思って

おります。

冒頭、長くなりましたけれども、それでは、これから議事に入ります。

本日の議題は、青森県行財政改革実施計画に係る取組状況についてであります。

委員の皆様には、先日、事務局から資料が送付されております。

議事の進め方ですけれども、まず資料を県側から説明してもらい、その上で、委員の皆様から御意見、御質問

等を受けるという形にします。

では、県からの説明をお願いいたします。

○富谷行政経営管理課長

それでは、私の方から、青森県行財政改革実施計画に係る取組状況について御説明をいたします。
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個々の実施事項の詳細は、資料２になりますが、説明につきましては、その概要を資料１にまとめております

ので、そちらに基づき御説明をいたします。

では、資料１を御覧いただきたいと思います。

<資料１ 青森県行財政改革実施計画の概要（取組状況）>

まず、全体の進捗状況です。

平成２７年度、平成２８年度ともに全ての事項で工程に沿った取組状況となっております。

なお、平成２７年度の工程見直しは、公共施設等総合管理計画について、１年前倒しで策定したというもので

ございます。

次に主な取組事項の状況です。４つの戦略ごとに、主な取組を２つ取り上げております。

まずⅠの業務戦略でございますが、目標管理型業務マネジメントの構築・実施につきまして、平成２７年度は

本庁の各部局において実施するとともに、各地域県民局の一部で試行いたしました。

平成２８年度は全庁で実施し、下半期においては効果的な取組について情報共有する仕組み等を検討する

ということにしております。

災害時業務継続計画の策定と訓練の実施につきまして、平成２７年度は調査研究委託等を実施し、計画を策

定いたしました。

平成２８年度は、計画を公表・周知するとともに、下半期には大規模災害発生を想定した図上訓練等を実施

することとしております。

また、個別業務においては、「青森空港の業務継続計画の策定」などの取組を実施しているところでございま

す。

次、Ⅱの組織戦略でございますが、優秀な人材の確保につきまして、平成２７年度は受験者の確保及び拡大

のために教員試験において、基準を満たす者について一部試験免除を行ったほか、受験資格の年齢制限廃止

などの改善を行っております。

平成２８年度は、就職情報会社が主催する合同企業説明会へブース出展するなど、受験者の確保及び拡大

に努めております。

定員の適正化につきましては、平成２７年度、平成２８年度ともに各部門において、定員の適正化の取組を実

施しているところでございます。

Ⅲの協働戦略につきましては、民間活力の活用の推進について、平成２７年度、提案・相談を受付ける窓口

「あおもり連携・協働フロントデスク」を設置したところです。

平成２８年度は、その提案・相談等について、協議・調整を行うなど、民間活力の活用推進に取り組んでいると

ころでございます。

具体的には、ヤマト運輸株式会社との連携による「エープレミアム」流通サービスの提供などの取組を実施し

ております。

指定管理者制度導入施設の拡大につきましては、平成２７年度、「青森県立種差少年自然の家」の指定管理

者を公募、そして指定し、平成２８年度から指定管理者制度を導入したところでございます。

また、他の導入検討対象の８施設につきましては、下半期におきまして導入の可能性について検討結果をとり

まとめることとしております。

次にⅣの財政戦略でございます。

財政健全化に向けた取組の推進につきまして、平成２７年度は、当初予算において実質的な収支均衡を達

成するとともに、県債発行総額についても可能な限り抑制し、中長期的視点に立った財政健全性の確保に向け

た取組を着実に推進してきております。
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平成２８年度も、当初予算において収支均衡型の財政運営を維持するなど、引き続き財政健全化に向けた取

組を推進しているところでございます。

県有施設の長寿命化の推進につきましては、平成２７年度、大規模施設２７施設のうち３施設について、長期

保全計画を策定いたしました。

平成２８年度は、１１施設の計画策定を進めるとともに、県有施設全体のライフサイクルコスト算定のための準

備を進めているところでございます。

長寿命化の具体的取組といたしましては、減築等により耐震・長寿命化を図る県庁舎の改修工事などの取組

を実施いたしております。

最後に、今後の取組方針でございますが、引き続き、取組事項について着実に取組を進め、改革の歩みをゆ

るめることなく、全庁一丸となって、行財政改革に積極的に取り組んでいくということにしております。

説明は以上でございます。

○遠藤委員長

ありがとうございます。

ただ今、事務局から御説明がありましたけれども、実施計画については、御案内のとおり４つの柱、４つの戦略

軸というものを設けてやっておりました。

１つは業務戦略、それから２つ目が組織戦略、そして協働戦略、財政戦略。これらは、ばらばらではなくて、密

接につながっていると思いますけれども、ポイント・大事な点を、ただ今、事務局の方から説明していただいたとこ

ろであります。

それでは、委員の皆様から自由に御発言していただきたいと思うのですが、会議をスムーズに進めるために、

戦略軸ごとの取組事項について、事前に提出されている御意見、御質問を中心に順次進めて参りたいと思いま

すが、よろしいでしょうか。

それでは、最初の戦略軸ですが、業務戦略に基づく取組事項について、事前の御意見、御質問が１件ござい

ます。

それでは、樺委員からの御発言をお願いしたいと思います。

○樺委員

樺です。よろしくお願いいたします。

行政手続きへのＩＣТの活用についてということで、私の実体験に関わる話なんですが、自動車税は県に納め

る県税でございまして、住所変更の仕方がよく分からなかったんですが、実は、ＩＣТというか、要するにインター

ネットを利用して住所変更の届出ができるということを知りまして、意外に便利なんだなというふうに実感をしてい

るところです。

それを踏まえてということでもあるんですが、電子申請の利用率が高い分野と低い分野について、低い分野が

何で低いのかという理由があれば教えていただきたいと思います。

○遠藤委員長

それでは、担当課の説明をお願いいたします。

企画政策部でしょうか。
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○若木企画調整課長

企画政策部企画調整課長の若木でございます。よろしくお願いいたします。

ただ今の電子申請の利用率が高い分野、それから低い分野のお話でございますが、まず、この電子申請シス

テムの概要を先に述べさせていただきますと、このシステム、インターネットを通じまして、行政手続きの申請・届

出等を行うシステムでございまして、法令に基づく許認可申請ですとか、各種届出等の手続きに利用できますほ

か、研修申込みですとか、メルマガ配信の申込み、それから照会、こういったものに加えまして、会議等の出欠で

すとか、期間を限定した申込み等の手続きにも利用が可能となっております。

昨年度の利用率の状況につきましては、例年ベースの手続き内容で見ますと、やはり今年度も昨年度同様、

自動車税の住所変更届に代表されます「税」分野ですとか、職員採用試験の受験申込みに代表されます「人

事」分野での利用率が高くなってございます。

ただ、昨年度の状況を見ますと、昨年度の特殊事情といたしまして、平成２７年１１月から１２月にかけて申込

みの手続きがございました「青森県子育て応援プレミアム商品券」ですとか、平成２８年１月からの受付をしており

ます「あおもり子育て応援パスポート」の申込みといった利用期間を限定している手続きで特に利用率が高くなっ

ておりまして、これらを加味いたしますと、平成２７年度の電子申請累計件数１４，５４４件のうち、その８割を占め

ます１２，２７１件が、また２８年４月から９月までの電子申請の累計件数４，２８６件のうち２，０３５件が、今言ったよ

うな手続きで利用されているという特殊事情がございます。

一方、低い分野ですが、実は、この分野が特定して低いというような中身にはなってございませんで、例えば、

２７年度でございますと、９７種類の手続きがございますが、そのうち申請がない、手続きがない分野も結構ござい

ます。こういった中身を見ますと、手続きの例としては、漁業ですとか建築、環境、こういった分野が利用件数が

ないということで例年続いてございます。

その低い分野については、例えば、この部分が特別低いというような分析にはなってございませんので、今の

ような説明で対応させていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

○遠藤委員長

ありがとうございます。樺委員よろしいですか。

それでは、他にございましたら、各委員の皆様からの御意見、御質問を受けたいと思います。

よろしいですか。

また、一番最後に、皆さんに御質問、御意見の機会を設けたいと思いますので、一旦ここで１番目の業務戦略

については終わりにしたいと思います。

では、次、組織戦略のところに移っていきたいと思います。

ここでも既に御意見、御質問をいただいておりますので、御意見をいただいている委員の皆様からの御発言

をお願いしたいと思います。

まず、樺委員から、多様な採用制度の活用について、御質問がございますのでお願いいたします。

○樺委員

引き続きよろしくお願いします。

職員の採用ということで、言うまでもなく人材というのは、多分、組織にとっては一番大事なものでございまし

て、そういう中で、社会人採用をやっておられるようなんですが、最後のところの下半期の取組、それから２９年度

の取組のところにもあるんですが、社会人枠制度の見直しを検討するというものがございます。

今まで社会人採用の問題点、おそらく見直しをされるということは、その問題点とか課題などがあると思われま



- 6 -

青森県行財政改革推進委員会（H28.11.11）

すので、それについて教えていただければと思います。

○遠藤委員長

それでは、総務部お願いいたします。

○大澤人事課長

人事課長の大澤でございます。

社会人枠採用制度の見直しについてお答えいたします。

まず、この制度の概要、実施状況について申し上げますと、県では、行財政改革の一環として、定員の適正

化を強力に進めてきております。そうした過程におきまして、一時期、新採用者を大幅に抑制した結果、２０歳代

後半から３０歳代前半にかけての職員数が他の年齢層に比べて少ないという状況になりました。

この年齢構成のアンバランスが生じたこと、また、民間経験等を持つ多様な人材を確保することは、組織の活

性化にもつながると考えられますことから、「職員の年齢構成のバランスの是正」及び「多様な人材の確保による

組織の活性化」を目的といたしまして、平成２３年度から社会人枠の職員採用試験を実施しております。

平成２４年度から今年度、平成２８年度までの５年間で、社会人枠の採用者数は７２名となり、少なかった年齢

層を一定程度確保するなどの成果が得られているところでございます。

一方、複雑・高度化する行政需要により的確に対応していくためには、即戦力となる多様な人材を確保する必

要があると考えますことから、求める人材を採用することが一層できますよう、社会人枠の採用制度の見直しをよ

り積極的に見直ししたいと、こういう考え方から、現在検討を進めているという状況でございます。

以上です。

○遠藤委員長

ありがとうございます。樺委員よろしいですか。

○樺委員

具体的なところは、まだこれからということなんですね。

○大澤人事課長

より有意な人材が確保できるような方法について、今現在、様々な観点から検討しているという段階でございま

す。

○樺委員

ありがとうございます。

○遠藤委員長

よろしいですか。

それでは、次、西澤委員から意見をいただいておりますので、交番・駐在所の再編と定員の適正化について

の御質問をお願いいたします。

○西澤委員

それでは、私の方から御質問させていただきます。
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私どもの青森県は、警察本部をはじめとする警察官の日頃の活動によりまして、全国的に見ても非常に犯罪

の少ない安心・安全な県だと思われます。

その辺については、一県民として感謝申し上げるところであります。

私の調べたデータによりますと、犯罪の発生率は０．７２６％、これは４７都道府県中の少ない方から５番目と、

非常に好ましい数字として出ております。

ところが一方、年々警察部門の一般職員の数も削減されております。御苦労も多いことかと思われますが、過

去１０年間比較で警察官、交番・駐在所、犯罪発生率の推移をお知らせいただければ幸いです。

よろしくお願いします。

○遠藤委員長

それでは、警察本部お願いいたします。

○上田警務課長

警察本部警務課長の上田でございます。よろしくお願いします。

それでは、西澤委員の御質問にお答えします。

警察官の定員については、国内外の犯罪情勢等を勘案し、国全体として警察力の確保ができるよう、警察法

施行令により、全国のバランス等を考慮した基準が定められています。

この１０年間、青森県警察では７０人の警察官が増員になっています。

増員の主な理由としては、子どもと女性を中心とした性犯罪被害防止対策、サイバー犯罪の取締り強化、特殊

詐欺被害防止対策等となっています。

交番・駐在所は、地域の人口、世帯や治安情勢等を勘案して、地域住民との連携をとりながら警察力を強化

できるよう、再編を検討して参りました。

この１０年間で交番２箇所増、駐在所１９箇所減となっていますが、例えば、日中のみの運用となる複数の駐在

所を１つの交番に再編して、２４時間体制で広域的な運用を図ることなどの措置によるもので、これにより限られ

た警察力を効率的に運用することができることとなっています。

犯罪発生率につきましては、正式な警察としての統計ではござませんが、年間の刑法犯認知件数を人口１００

人当たりで割った数値とされております。これは、平成１９年は０．８２９％だったものが、平成２７年では０．４１６％

となるなど、年々減少しているところでございます。

以上でございます。

○遠藤委員長

ありがとうございます。西澤委員いかがですか。

○西澤委員

大変ありがとうございます。

この質問をさせていただいたのは、警察官とか交番・駐在所が減ったら、犯罪発生率が増えたんだというので

あれば非常に困るということで質問させていただいたわけですが、この犯罪発生率も、顕著に、非常に減ってい

るということで安心しました。ありがとうございます。

以上です。
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○遠藤委員長

ありがとうございました。

それでは、西澤委員からもう１点、質問がございます。引き続いてお願いいたします。

○西澤委員

それでは、文部科学省の「廃校施設活用状況実態調査」によりますと、平成１４年度から２５年度まで、１２年間

に全国で発生した廃校、いわゆる学校が閉じられた件数は５，８０１校。内訳は小学校が３，７８８、中学校が１，０

８９、高等学校が９２４校となっております。

これは、少子高齢化社会により、今後も益々増加していくことが予想されます。

それに伴って、自然退職以外の教職員の効率的な、かつ本人に意欲を起こさせる勤続が必要になりますが、

何か方策はお考えでしょうか。

例えば、教科担任の他にいじめやメンタルケアの対策に応じた専門教員を増やすとか、そういう方策をもしお

考えであれば、お答え願えればと思います。

昨今、テレビでも非常にニュースになっておりますけれども、青森県でもいじめが原因で自殺をした女の子も

おります。

こういう事件があるたびに、青森県に限らず、いじめがあったのかどうかという問いに対しては、学校側が歯切

れのよくない答えを出しているのが見受けられます。その辺、やはり常日頃からいじめとか、生徒の非行等に関し

て、把握しきれていないんじゃないかと、そんな印象を受けるわけです。

ですから、学校が少なくなることによって、先生の数が、これはクビを切るわけにはいかないでしょうから、今申

し上げたような、そういう特別な担任教師の他に、非行やいじめの対策チームみたいな教職員のグループがあっ

ても、私はよろしいのではないかと思いますが、その辺をちょっとお聞かせ願えればと思います。

○遠藤委員長

それでは、教育庁からお願いいたします。

○西谷教育政策課長

教育政策課長の西谷と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

まず、少子化の進展、それに伴います小中高の廃校、これは本県でも同じような傾向がございまして、例え

ば、高校の全日制の生徒数でいきますと、平成１８年度が３２，８８０人であったものが、平成２８年度は２６，０１８

人と６，０００人以上減少しています。２割を超えています。

それに伴いまして、県立高校につきまして、平成２１年度以降においても７校の閉校がありますし、また来年３

月３１日、今年度末におきましても２校の閉校が予定されています。

そのような中にありまして、教職員の定員につきましては、このような児童・生徒数の減少に伴う学級減や学校

の統廃合、あるいは退職者や再任用希望者などの数を総合的に勘案した上で、過員が生じないよう、管理を行

っているところであり、委員が危惧されているような状態にならないよう対応しているところであります。

また、委員から御提案のいじめや非行など、様々な課題を抱える学校において、メンタルケアの対策に応じた

専門教員の配置などが大事なのではないかということでございますが、本県におきましては、このようないじめや

不登校などの問題行動への対応のために、外部の専門家であるスクールカウンセラー、スクールソーシャルワー

カーの配置、あるいは充実に努めておりまして、学校における教育相談体制の充実を図っているところです。

また、先般、本県の中学生が亡くなるという大変痛ましい事案がありましたけれども、このようなことを受けまし

て、まずは教員の資質向上が大事だということで、県教育委員会を挙げて取り組んでいるところでございます。
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以上です。

○遠藤委員長

よろしいですか。ありがとうございます。

それでは、各委員の皆さんから、どうぞ自由に御発言いただければと思います。

はい、どうぞ。

○小坂委員

恐れ入ります、事前の御質問をしていなかったんですが、人材育成のところで少し御質問させていただいてよ

ろしいでしょうか。

○遠藤委員長

はい、どうぞお願いいたします。

○小坂委員

日頃から、仕事上、県庁の方に問い合わせをさせていただきますと、担当の課の職員の方々、非常に丁寧に

いろいろ御指導いただきまして、本当に感謝申し上げております。

今日、御質問させていただきますのは、私の方は介護の方をやっている会社でございまして、やはり人材の確

保ですとか、育成というのは、本当に日々差し迫った状況でございます。

ただ、周囲の方にお聞きしますと、それは、既に介護の話だけではなく、いろいろな分野でも人が足りないとい

うことになっておりまして、今いる人達をいかに育てていくかということが、本当に課題だと思っております。

その中で、テクニカル、技術をあげたりとか、知識を増やしたりですとか、そういったことがやりやすいので、どう

してもそこに入っていくんですけれども、やはり、それを活用しますのが人間ですので、人間性の向上、ヒューマ

ンスキルと言ったらいいんでしょうか、そこのところの向上を意図的にやっていかないと、やはり頭でっかちで終わ

ってしまうのではないかと思っておりますし、組織の中の豊かさと言ったらいいんでしょうか、そういったものが育ま

れないのではないかということを日々考えておりました。

そこでお伺いしたかったのが、人材育成ということで、県庁の方でも取り組まれておられるということで、人間性

の向上、人間性の豊かさを求めるために、どのような取組をされていらっしゃるのか、どのようなお考えでいらっし

ゃるのか、そこをお聞かせいただきたいと思いました。

○遠藤委員長

それでは、人事課長よろしいですか。

これは、職員のですよね。職員の働く時に豊かなという、そういうことですね。

はい、どうぞ。

○大澤人事課長

人事課の方からお答えしたいと思います。

職員の人材育成は最も重要な課題の１つであると認識しておりますので、職員の採用から、採用後の様々な

昇任の過程において、求める能力・スキルといったものがございますので、採用時におきましては新採用研修を

実施し、あるいは昇任した段階でそれぞれ必要なスキルとしての階層別の研修を段階的に行いまして、その研

修の中で、その業務に必要な、あるいは人事管理上必要なマネジメント能力を高めるための講座を設けるなど、
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必要な人材育成に努めているところです。

また、併せて人事配置の中でも、職員の希望であるとか、適性といったものを考慮しながら職員を配置し、また

育成していく。こういったトータルで、職員が県民サービスをしっかり提供できるよう、そういった基本的な考え、あ

るいは実行するための能力・経験、こういったものを培いながら、委員からお話のありました、公務員として県民に

どう行政サービスを提供するか、そういうことが身に付きますよう、様々な取組をしているところでございます。

○小坂委員

ありがとうございます。

○遠藤委員長

よろしいですか。他にございますか。

この組織戦略も非常に重要な戦略軸です。

今日、委員の皆様から社会人枠のことについて、あるいは、人員削減をする中でいかに効果的に成果を出し

ていくかという課題が出されました。さらに、学生が減っていく中で、先生が相対的に多くなる時に、どういうふうに

効果的な教育を行っていくかという課題も出ました。この辺は非常に柔軟な人事の取組が必要になってくる分野

だというふうに思います。

最後に人材育成のことについてもお話がありましたけれども、まさに人、人の育成、人がどのような能力を発揮

するかで、おそらく成果の多くが決まってくると思いますので、今、県の方から回答がありましたが、是非この分

野、力を入れて取り組んでいただければと思います。

それでは、ここまで終わりまして、次に第３の協働戦略に移りたいと思います。

それでは、先ほどと同じように御意見をいただいている方からお願いしたいと思います。

西澤委員、お願いいたします。

○西澤委員

現在、日本での創業・起業の成功率は、私の調べた限りでは、生き延びている企業の残存率から見てみると、

１年で４０％、５年で１５％、１０年で６％、ほぼ成功したと言える２０年となると、これは０．３％にすぎない。３０年で

は０．０２％とも言われております。

この数字は、他のネットなどで調べてみても、似たり寄ったりの数字ではあります。

それだけ企業を存続させていくということは、大変なことなんだろうと思います。私の隣にいる榊委員が青森県

を代表するような大社長、それから小坂委員も青森県を代表するような社会福祉の仕事をなさっているということ

でございますが、本当に御苦労は大変なことなんだと思います。

このように成功率の悪い、極めてリスクの大きな創業・起業を何故県が促進するのか。この促進という言葉が、

私、ちょっと気になるんです。促進とは、辞書で調べてみますと、物事がはかどるように促すこと。促すことらしい

んですね。「あなた、やってみませんか？」、この場合であれば「起業・創業をやってみませんか？」と促すこと。

早く言ったら、非常にリスクの大きなものをどうして県が促すのかなと思います。むしろ促すというよりも、応援しま

すとか、自己責任のもとにおいて開業、起業した方を応援しますとかであれば、私もよく理解できるんですが、促

進するという言葉が非常に私は気にかかった部分なんです。

このように成功率が悪い、極めてリスクの大きな創業・起業を何故県が促進するのかというのは１つの疑問なん

ですが、仮に事業が上手くいくように県が相談窓口を設けたり、資金支援の補助制度を設けるというならば、既

存の事業者向けにして事業を活性化させた上で、雇用を拡大させた方が、県としてのリスクも少ないのではない

でしょうかと思います。
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県がいろいろな施策を講じたとして、創業・起業は県が促進するほど、さっき申しましたように、そんなに甘いも

のではないかと私は思うんですが、いかがでしょうか。

○遠藤委員長

これは１つ大きな論点かもしれませんが、どうぞ、この所管は商工労働部ですね、よろしくお願いします。

○宮古地域産業課グループマネージャー

商工労働部地域産業課創業支援グループマネージャーの宮古と申します。

創業・起業を県が促進する理由といったような点、促進という言葉の部分に特に、ということでありますが、私ど

もがこの施策を行政施策として実施している、そういった目的、趣旨、内容等について回答という形でお知らせし

たいと思います。

まず、委員の皆様も御承知いただいているように、本県経済の活性化と定住促進のためには、新たな雇用の

場の確保が必要であるということで、県では、「県外企業の誘致促進」、またプロテオグリカン等に代表されます

地域資源を活用した新しい「地域産業の創出」といった点とともに、併せて「創業・起業の促進」ということにも取り

組んでいるところです。

中でも、創業・起業といいますのは、自ら雇用を創出するということで、県では、県内８市への創業支援拠点の

設置や、創業支援の専門家であるインキュベーション・マネジャーによる伴走型の個別支援といった、きめ細か

な支援体制の構築を行っているところです。

また、取組内容としましては、創業意識、起業意識の醸成やビジネスプラン作成のノウハウ習得を目的としまし

た起業家の養成研修、ＵＩＪターン希望者に対する創業セミナーや相談会、市町村や商工団体、金融機関等との

合同開催による支援制度の説明会など、創業・起業を希望する方々を積極的に支援してきたところであります。

加えまして、創業後のフォローアップということで、ただ創業しなさいと、創業を応援するよということではなく

て、フォローアップにつきましても、公益財団法人２１あおもり産業総合支援センターの専門アドバイザーなどが

必要に応じて、経営全般はもとより、商品の開発、ＩТの活用、販路の開拓といった事業者が抱える各種課題に

応じた個別支援も行ってきたところです。

このような取組によりまして、最初の創業支援拠点が設置されました平成１８年度から、昨年度、平成２７年度ま

での１０年間で１，４２６名の方が各創業支援拠点や、あるいは公益財団法人２１あおもり産業総合支援センター

におけるインキュベーション・マネジャー等の支援を受けておりまして、そのうち２３８名の方が夢を実現して創業

に至ったところです。

特に、平成２７年度、昨年度は６３名と過去最高となっていますし、今年度も増加しているところです。

私どもとしては、想いを持って創業される方が沢山いらっしゃいますが、できるだけ廃業率、短い間での廃業

率を減らすということで、専門家、インキュベーション・マネジャーといいますが、こちらの専門家を伴走型支援と

いう形で、構想段階から実際起業するまでの間、様々、課題等についてアドバイスをするということで、しっかりし

た形でビジネスプランを作って創業・起業いただくというような取組をしております。

また、促進という言葉について、引っ掛かるということなんですけれども、潜在的創業・起業の希望者ということ

では、例えば、現在、お勤めされている方も定年退職後、何か自分の持っているものを使って第二のライフプラ

ンをやりたいということで、これらはシニア創業といいますし、首都圏等で働いていらっしゃる方も様々な資格や

自分の技術を生かして地元に戻って何かをやりたいという方々もいらっしゃいますので、そういう方たちにとって

は促進という言葉も当たる部分があるのかなと、このように思っています。

以上です。
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○遠藤委員長

いかがですか。

○西澤委員

今のお話を聞いた限りでは、あえて促進じゃなくても支援します、例えば、起業・創業を支援します、応援しま

すでもいいんじゃないかなと思います。促進、いわゆる背中を押して促して、背中を押して起業・創業を進めると

いう促進というのは、仮に失敗したら誰が責任をとるのか。仮に、今、お話がありました、２１あおもり産業総合支

援センターがいろいろな相談にのって、このようにやればいいですよ、ああいうふうにやればいいですよ、というよ

うな創業・起業のアドバイスをしたとします。では、そのようにやったら失敗しました、後に残ったのは借金だけで

すといった場合、あなた達の言ったとおりやったら、借金だけ残ったよ、という話になればどうなるのか。これはあ

くまでも自己責任のもとで起業・創業というものはやるものなんですけれども、促進という言葉が、私、ちょっと微

妙に引っ掛かります。

○遠藤委員長

西澤委員の言っていることは、「リスクがありますから、それは自己責任でやって欲しい」と。それを基本にした

ことを行政側が政策化する。ただ、「自己責任でリスクを負って失敗した時に、誰が責任をとるのか。基本的にそ

れは事業者だ」と。そういう考え方でよろしいんですよね。

○西澤委員

それは、当然、創業者、起業者が自分でやりたくて商売をするわけですから、自己責任ですよね。

○遠藤委員長

ですね。

この問題については、実際に会社を経営しておられる榊委員や、あるいはＮＰＯの方からお話をお聞きしたい

と思います。

○榊委員

簡単に言うと、どんどん、どんどん、やれ、やれって火を付けるのではなくて、やろうとする人をしっかり応援、支

援していったらどうですか？という意味に僕は受けましたが、違いますか。

○西澤委員

ですから、応援、支援するのは非常に結構なんです。私もそのとおりだと思います。行政が応援して、支援し

てくれなければなかなか上手くいかない場合もあるでしょうから。

これは、言葉のあやだと言われれば、それまでなんですけど。

○遠藤委員長

分かりました。

辻委員、どうですか。ＮＰＯの立場から、いろいろ事業を展開されていますので、この点についてはいかがでし

ょうか。いろいろな見方ができると思いますので、参考にさせていただきたいと思います。
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○辻委員

まず、時代の流れは女性の力を地域に生かしたり、ビジネスに生かすというので、女性起業家を増やすという

流れになっていると思います。

今、東北でそのネットワークを作りましょうというような流れになっているという前提で、お話をさせていただきま

す。

私達は８年前に青森県の事業で、小さな仕事づくり、生業づくりというので、まず地域住民が集まって地域の

課題を出し合って、そこからコミュニティビジネスというふうに発展しました。

はじめは、ビジネスではなくて、地域の活性化とか、ソーシャルキャピタルとか、遠藤先生にもお話を伺ったこと

がありますけれども、社会関係資本をどうやってつないで、地域の皆が暮らしやすくするかということで、ビジネス

はその後に成り立ったものです。

今は、大分、５、６年経って、当時より創業・起業の支援が多くなって、私は、嬉しいことだなと思っています。私

達も背中を押してもらって始めたということもありまして、リスクのない事業というのはないと思いますし、丁寧に事

業プランを作って事業計画を立てて、必要であれば銀行さんに紹介してもらったりとか、しっかりと創業できるま

での支援が一通り整っているので、チャンスは自分で掴むべきだと、基本的に思っております。

一方で、仕事とか働き方と考えた時に、いくら収入が欲しいの？となると、全く大なり小なりの考え方が出てき

て、複数の仕事を持つという、一本だけの仕事ではなくて、複数の仕事を地域の人が持つというのは、これまた

活性化につながるという視点もありますので、促進という言葉に１つ捕らわれると、なかなか話はまとまらないかと

思いますけれども、民間活力を推進して欲しいという立場からいうと、本当に起業は進めて欲しいなと思っていま

す。

どこまでやれるかというのは、本当に自分自身への問い続けになりますので、私達は、県ともコラボレーション

して、小中学校、高校生に起業が何故大事なのか、起業の考え方が何故必要なのかという機会も与えてお話を

させていただいていますので、時々検証することは大事だと思いますけれども、方向としては、間違っていないの

ではないかなと、私自身は思っております。

以上です。

○遠藤委員長

どうもありがとうございました。

西澤委員の御意見は、起業そのものは大事だという立場に立っておられるんだと思います。それをどういうふう

に政策化するかが課題になるのですが、ビジネス、起業するのはリスクがありますので、それは誰が責任をとるの

か。そこは本当に大きな課題なんですが、県としては、ビジネス、起業を促進するというふうなことで、今、言って

います。起業・創業自体は、非常に大事な施策テーマだと思うんです。ですからこそ、十分検討して、合意形成

を図る。それから市民と行政との間の信頼関係をきちんと作っておくということが、物凄く大事な課題ではないか

なという感じがいたしました。

最後に西澤委員、意見がありましたらどうぞ。

○西澤委員

皆さんの御意見を聴きまして、あくまでも創業・起業する方というのは、自己責任のもとで手を挙げて創業・起

業するわけでありまして、それに対して県が促進を、促進というのは、手を挙げた人をいろいろな意味でアドバイ

スも含めて応援するんだ、支援するんだと、それが促進なんだと言われれば、私はそれでよろしいんじゃないか

なと、そう思います。
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○遠藤委員長

ありがとうございます。

共通なベースがあると思いますので、今の議論を踏まえながら、是非、起業について、非常にリスクがあります

けれども、合意形成を図りながら、あるいは市民と行政が信頼関係を持って果敢に攻めていくという姿勢が非常

に重要ではないかと思っております。

ありがとうございました。

それでは、次に樺委員からの御質問がございますので、よろしくお願いいたします。

○樺委員

資料２の８７ページのコンセッション方式の導入の検討についてというお話で、もう安倍政権ができて４年ぐらい

が経ちまして、コンセッション方式、いわゆる民間活力を導入して、公共施設を運営していくということなんですけ

ど、本県においては、なかなか実績が上がらぬまま、私、この委員を務めてからずっと検討が続いているように感

じます。

個人的な意見を言わせていただければ、検討して「駄目でした」ということであれば、次なる方式、例えば、県

が直接運営するにしても、様々、効率化の仕方、それは、例えば、指定管理者もあるでしょうし、いろいろあると

思いますので、大分、長い間検討を続けてらっしゃるようなので、いつまで検討を続ける予定なのかというところ

の概要といいますか、進捗状況を教えていただきたいと思います。

○遠藤委員長

ありがとうございました。

それでは、県土整備部から回答をお願いいたします。

○竹岸港湾空港課グループマネージャー

港湾空港課の竹岸と申します。

私の方からは、青森空港についてお答え申し上げます。

公共の事業・施設に運営権を設定しまして、主に民間企業に売却するコンセッション方式については、御承知

のとおり、平成２３年のＰＦＩ改正法で制度化されましたが、空港運営においては、先行する国管理の仙台空港

と、会社管理空港ではありますが、事実上、国傘下にある関西・伊丹空港が平成２８年から民間委託を開始して

おります。

青森空港の取組工程につきましては、平成２６年度と２７年度の２か年で国や導入を検討している自治体等の

最新動向や導入した場合の運営パターンを検討し、民間事業者の意見・意向調査等を行いましたが、資料記載

のとおり、除雪費が多額なことなどによる慢性的な支出超過や民間事業者の消極的な意向等、課題が浮き彫りと

なる結果となりました。

青森空港へのコンセッション導入に当たっては、官民ともに民間活用に対する経験値が乏しいことや、除雪費

等の経費が多額であるなど、民間参入のハードルが高いことが想定されますが、先行する空港の導入効果や現

在導入を検討している他空港の動向を注視しながら、情報の収集を行い、空港のサービス向上と運営の効率化

に向け、幅広く管理運営の方向性を引き続き検討して参りたいと考えております。

○遠藤委員長

ありがとうございます。樺委員いかがでしょうか。
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○樺委員

そうですね、仙台と伊丹、あとは福岡もやる、やらないという感じで、いろいろあるんですけど。

やれるのであれば、それは勿論導入した方がいいと思うんですが、無理だということなのであれば、その辺は

柔軟に対応して、一度、多分、民営化の方に舵をきってしまうと、なかなかそれを取り戻すことは難しいと思いま

すので、まだ導入を考えていくのであれば、慎重に検討していただければと思います。

以上です。

○遠藤委員長

もう１つ、コンセッションに関して、県営駐車場もあるそうですので、その件についての御回答もいただけます

か。

○川村都市計画課長

都市計画課の川村と申します。

県営駐車場についてでございますが、県営駐車場へのコンセッション方式の導入や指定管理者における利

用料金制度の導入について、利用者へのより良いサービスの提供、あるいは一層の経費削減を目的にこれまで

検討を行ってきております。

検討に当たっては、今年度までに先進自治体等の動向の把握、あるいはコンセッション方式導入の形態、そ

れらについて検討を行ってきたほか、今後、県営駐車場でどの程度の修繕が必要となるかを明らかとする長期

保全計画についても、今年度末に策定が完了する予定でございます。

コンセッション方式等の検討においては、施設の維持修繕に関する投資計画が不可欠でありますことから、来

年度以降、長期保全計画をもとにして、コンセッション方式と利用料金制度のメリット・デメリットの整理をはじめ、

民間事業者への意向調査等を実施しまして、平成３０年度までに導入の可否を決定することとしております。

以上です。

○遠藤委員長

ありがとうございます。いかがですか。

○樺委員

ありがとうございます。

長期保全計画を策定されるということで、私、地元八戸市の駐車場の指定管理者の選定委員をやったことが

ございまして、その時に、実は、駐車場が老朽化しているという事実があったのですが、それは後回しという言い

方は変なんですが、結局、そのままにして、指定管理者を決めて、その１年後ぐらいに駐車場全部を取り壊して

という話になりましたので、そういう長期保全計画を策定された後に結論を出される方向性は非常に納得できるも

ので、非常に分かりやすい回答であると思いました。ありがとうございます。

○遠藤委員長

他に御意見ございますでしょうか。

はい、榊委員どうぞ。

○榊委員

指定管理者制度の運用改善のところについて、全ての年次において、管理運営状況のモニタリングの充実・
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強化というのが入っているんですけれども、具体的にはどういうことをやられるんですか。

○遠藤委員長

それでは、担当課よろしいですか。

指定管理者に対するモニタリングということでよろしいですか。

今、どんなふうにやられているのかというような御質問ですよね。

○榊委員

モニタリングというのは、何をやって、どういうふうにやっているのか。

○遠藤委員長

いろいろな形で民営化が図られてきておりますけれども、指定管理者制度は、非常に大きな方法として行われ

ています。県としては、どのようなやり方でモニタリングを行っているでしょうか。

どうぞ、お願いします。

○行政経営管理課

指定管理者制度のモニタリングにつきましては、各施設の所管課が、施設の管理運営状況につきまして、年

度が終了した後、その施設の利用者の状況等について、指定管理者からの実績報告等に基づきまして評価し

ております。具体的には、指定管理者が自己点検・自己評価をいたしまして、それを受けまして県の方でも評価

をしているところでございます。

毎年、評価しておりまして、モニタリングの状況につきましては、県のホームページの方で公表もしているところ

でございます。

○榊委員

指定管理者が自らを評価するというのも、モニタリングとしているのですか。

○行政経営管理課

はい。指定管理者自らも行いますし、県でも各所管課が行っております。

○榊委員

モニタリングの方法はどうやってやるんですか。

○行政経営管理課

実地での調査、ヒアリング等を通じて状況を把握して評価を行っております。

○榊委員

ヒアリングは、誰がヒアリングするんですか。

○行政経営管理課

各施設所管課が、現地に赴いて実施しています。
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○榊委員

担当部局と指定管理者から聴き取るということを言っているわけですか。

それは、モニタリングと言えるのですか。

○遠藤委員長

行政としては、指定管理者に対して、管理・監督をしています。それとは別に、モニタリングという意味は、客観

的に、それを評価するようなシステムがあるのかどうか、ということではないかと思います。

場合によっては、別の機関で評価することもあると思います。例えば、指定管理そのものではないけれども、第

三セクターの評価・検討委員会等があって、そこで併せて評価するようなこともあります。

県は、どのようなやり方でやっているんですか。

○行政経営管理課

指定管理者制度のモニタリングにつきましては、外部の評価委員会とか、そういったことではございませんで、

県の施設所管課がモニタリングを行っております。

モニタリングにつきましては、項目をいくつか定めまして、それらの項目ごとに評価をしているところでございま

す。

○榊委員

確認しますが、担当部局が指定管理者にヒアリング、モニタリングをするということを言っており、使用者、利用

者からのモニタリングではないのですね。

○行政経営管理課

利用者につきましては、モニタリングの項目の中に利用者の状況を評価する項目がありまして、利用者のアン

ケートなどを通じて評価をしているというような形になっております。

○榊委員

県では、目標管理のマネジメントをやっていますけれども、その辺も目標管理の業務に入っているということで

すか。

モニタリングをやれば当然、目標管理でＰＤＣＡを回さなければいけないと思いますが、それをやっているんで

すか。

○富谷行政経営管理課長

行財政改革実施計画に書いてある目標管理型業務マネジメントと指定管理者のモニタリング制度とは、直接リ

ンクしているものではございません。

○遠藤委員長

多分、認識のずれがあると思いますので、ちょっと、今、整理します。

一般的に会社経営の場合で、目標管理をやっているところは、きちんと理念、それから目標があって、それを

従業員の方と一緒に共有してコミュニケーションを図っていくわけです。行政経営において、所管課に指定管理

がある場合には、指定管理も勿論、所管課が目標管理するわけです。ですから、当然、民間のマネジメントであ

れば、一括して、つまり指定管理も含めて管理するということになるわけですが、おそらく行政においては、まだ
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そこまでいっていないケースが、青森県だけではなくて、比較的いろいろなところでございます。多分、その辺り

のずれがあってのお話だと思うのですが、何かそこのことについてお話できる方、いらっしゃいますか？

目標管理の場合には、全体的に社長、それから部課長、そして業務があって、それぞれ整合的に目標管理が

なされるわけです。当然その中には、行政の場合だと指定管理も含まれるわけですけれども、そのことについて

も目標管理の項目として扱っているのですか？という質問です。

どうぞ。

○大澤人事課長

具体的には所管課の方から御説明をいたしますけれども、部外者ではありますが、以前、担当したこともありま

したので、私の方から補足的に申し上げますと、指定管理を実施するときに、当然、仕様がありまして、その仕様

に基づきまして受託者が適切にその施設の管理運営を行うということになっているわけですが、そのときに、当

然、丸投げにならないようにするためには、まずは受託者自身がそれぞれの施設の需要に応じた点検項目、指

標といったものを設けながら、まずは自ら適切に行っているかどうか。こういったものを実際の運営と、またその利

用者からのアンケートに基づきまして評価すると、これがまず１点。

また、指定管理を行っている所管課におきましても、当初の目的が果たせるかどうか、そういった観点から同様

の項目に基づいて、あるいは受託者からヒアリングをすることなども通じながら評価をすると。こういった受託者と

県の両方が点検をすることを通じて、指定管理の目的といったものを達成しようと、こういうスタイルにはなってお

ります。

○富谷行政経営管理課長

具体的なところは、モニタリングをやっている担当者が今、この会場にはおりませんでしたので、後ほど、資料

をまとめてお送りしたいと思います。

○遠藤委員長

よろしいですか。他にございますか。

また、もしございましたら、後で一番最後のところで御発言をお願いしたいと思います。

それでは、次の軸に移って参りたいと思います。財政戦略です。

それでは、これも同じように御意見をもらっていますので、樺委員、お願いいたします。

○樺委員

県財政の状況等に関する情報共有ということで、これは、後の質問とも絡んでくる話なんですが、公共施設の

老朽化というものが全国的に進んでおりまして、冒頭、御挨拶の中にもありましたけれども、厳しい財政状況の中

で、公共施設を維持・運営するなり、場合によって建て替えるなり、場合によってはそれを廃止するなり、そういう

様々な戦略をこれからおそらく立てていかなければならないという状況になろうかと思います。

そういう中で、固定資産台帳の整備状況が、今、どういう感じになっているのかということにつきまして、教えて

いただきたいと思います。

もう１つが、資料２の１１７ページにあります、県有資産のマネジメントの話です。固定資産台帳を整備した上

で、これは国の方で公共施設等総合管理計画を策定をするようにということで、これは各都道府県、それから各

自治体の方に、策定の要請があったと思われます。

そういう中で１つキーになりますのが、公共施設の維持管理の費用の推計というもの、これもおそらく何らかの、

パソコンソフトみたいなやつで、おそらく推計をされていると思われますので、もし行っていれば、その概算につ
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いて教えていただきたいと思います。

以上です。

○遠藤委員長

２つございますが、所管課が同じですので、併せてお願いいたします。

○富谷行政経営管理課長

では、行政経営管理課からお答えいたします。

まず、固定資産台帳の整備につきましては、国の方から統一的な基準による地方公会計の整備ということで、

通知を受けまして取り組んでいるところでございます。

現在、庁内関係課による会議におきまして、導入方針等についてとりまとめたところでありまして、資産を洗い

出して、登録データを作成して、国の方から配付されましたソフトウェアの方に取り込むということで、台帳登録作

業を進めているところでございます。

国の通知では、平成２９年度までに統一的な基準による財務書類を作成して公表するように要請されておりま

すので、平成２９年度中に平成２８年度決算に係る財務書類を作成・公表できるように引き続き取り組んでいくと

いうことにしております。

それから、次に公共施設の維持管理費用の推計ということでございますが、公共施設の維持管理費用の推計

につきましては、今の総合管理計画の策定に当たってということではございませんが、平成２４年度に策定いたし

ました「青森県橋梁長寿命化修繕計画」、橋の関係ですが、これにおきまして、今後５０年のライフサイクルコスト

で約７７７億円のコスト削減が見込まれるというふうに推計したものがございます。

なお、県有施設、主に建築物の方のライフサイクルコストにつきましては、行革の計画にも載せておりますけれ

ども、平成３０年度にとりまとめるということで、準備を進めているところでございます。

また、橋梁以外のインフラ施設につきましては、施設ごとに長寿命化計画を策定するということになっておりま

すので、その中で推計をしていくということにしております。

それから、固定資産台帳と維持管理費用の推計との関連もあるかと思いますが、国の通知の中で推計に当た

っては、なるべく固定資産台帳を活用するようにというようなこともありましたので、どういうふうに活用できるか、こ

れから研究していきたいと考えております。

以上です。

○遠藤委員長

よろしいですか。ありがとうございます。

それでは、西澤委員から質問をいただいておりますので、お願いいたします。

○西澤委員

私どもの青森県は、北３県の中では比較的良い方だということなんですが、日本全国から見てみると、県民一

人当たりの借金はワースト３割、私のデータでは大体１５位ぐらいに入っていると思われます。

そんな状況下において、「税外諸収入の確保」が重要な課題であるという認識は、私も同じく持っております。

県営住宅等退去者滞納家賃等収納委託、これは従来からやっている収納委託だと思うんですが、今月から、

母子父子寡婦福祉資金償還金収納業務も債権回収会社に委託するということになったようです。

この債権回収会社というのは、法務省から厳しい基準が定められていまして、法務省の営業許可がなければ

債権回収業者、債権回収会社と名乗れないということなんですが、そういう意味からいきますと、怪しい会社はな
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いだろうと。反社会的な勢力に関するような会社はないだろうと思われますけれども、何せ民間の株式会社、もし

くは民間の会社でございます。

当然のことながら、彼らとしては、例えば、業務委託しました。委託料、例えば５００万円です。この中でやってく

ださいということではないようなんです。彼らの収入は、債務者から回収したお金の何％があなた達の取り分です

よ、ということになっているようなんです。

従って、売上が多ければ多いほど、債権回収会社の収入が増えるわけでございます。

そうなりますと、この資本主義の世の中でありますと、過度の債権取り立てに走る業者がいないかどうか。非常

に懸念が持たれるところであります。

例えば、ノルマがその会社にあったとか、そういうことになれば、会社自体はそういう過度な債権の取り立ては

やめなさいよと指導はしているものの、その担当者にしてみれば、ノルマがあれば過度な取り立てに走る場合も

あり得ないわけではないという懸念があるわけです。

生活保護家庭やワーキングプアと呼ばれる世帯が多いと推測される債務者に対して、債権回収会社等の業

者への債権回収委託というのは、これは相応しいものかどうか、ということが私の質問なんです。

行政の役目として、取り立てすると同時に、債権者の生活状況の聴き取りや、払えないのであれば、返済方法

等の相談に乗るのが行政としての１つの仕事じゃなかったのかなと思うんです。

その辺についてお聞きしたいと思います。

○遠藤委員長

ありがとうございます。

それでは、健康福祉部お願いいたします。

○小寺こどもみらい課グループマネージャー

健康福祉部こどもみらい課の小寺と申します。

私の方から、母子父子寡婦福祉資金の償還金の収納業務の外部委託の関係でお答えをさせていただきま

す。

今、お話がありましたとおり、こちらの母子父子寡婦福祉資金の未収金ですけれども、すでに本県だけではな

くて、他県でもこういった形で外部の業者さんに委託をしているというふうな取組の実績がございます。

そういった動きを受けまして、県では、全ての債権を委託ということではなくて、借主の方が県外に在住してい

るですとか、文書での催告に対しての反応がない、あるいは、電話がつながらないと、こういったことから、長期に

渡って収納がなくて、なかなか償還の指導が難しいと考えられる債権につきまして、今回、収納業務を民間業者

さんの方に委託をすることとしておりまして、今、準備を進めている最中ということでございます。

委託をする業者さんを選定するに当たりましては、こういった回収困難な債権についての実効性があるノウハ

ウを有しているかとか、実績があるかという観点は勿論なんですが、債務者の方々が置かれている立場ですと

か、経済的状況に対する配慮といったところも評価対象としまして審査会を開いて、委託先を選定したという経緯

がございます。

実際に委託する業務の中には、そういった債務者の方の対応ですね。相談に関する部分、そういったものも

含まれておりまして、そういったことを県の方に報告していただくということでの業務委託もあります。

実際に相談の中で償還金の部分について、示された金額が難しいということであれば、分割納入といったこと

にも対応する。こちらの方は、委託債権に限りませんけれども、そういった形でこれまでも対象者の状況に応じた

適切な対応ということを心がけてきております。

こちらの償還金ですけれども、次に貸付を受ける方の貸付金の財源というふうなことにもなっておりますので、
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制度が持続可能な制度として継続していくように、円滑な制度の運用ということにも配慮する必要があるかなとい

うふうには考えております。

質問にありました、何％程度を委託料として得られるのでしょうかということについてですけれども、現在、その

辺りを詰めて契約というふうなことでの作業中ということですので、まだパーセントということは定まってはおりませ

ん。

こちらからは以上です。

○遠藤委員長

いかがでしょうか。

○西澤委員

２つほど確認させて欲しいんですが、今の話の中では、今回から始まることになりました母子父子寡婦福祉資

金償還金の債務者全てを債権会社に委託するということではないようなんですね。そういうことですね。

さっき申しましたように居場所が分からない、連絡がつかない、そして滞納金額が数か月に及ぶような、そのよ

うな方を選んでといったらおかしいですけれども、そういうような方の中から債権回収会社に委託するということで

よろしいんですね。

○小寺こどもみらい課グループマネージャー

償還指導が困難なケースを選定して委託するということでございます。

それこそ、職員が償還指導ということでやっているケースもありますし、そういった形で職員がこのまま償還指

導を続けていくことが望ましいケースにつきましては、引き続き、これまで同様県の方で償還指導していくというこ

とでございます。

○西澤委員

それと２つ目は、先ほど私もお話しましたけれども、生活困窮者、ワーキングプアも母子家庭等も含めて、そう

いう生活困窮者に対する生活状況の把握とか、相談業務、それは従来どおりやっていただけるということでよろし

いんでしょうか。

○小寺こどもみらい課グループマネージャー

委託した債権につきましては、その部分についても、委託先の方で対応するという形になっております。その

結果が県の方に月次報告なりということで報告されるということでございます。

○西澤委員

そういう相談業務は、債権回収会社の方にそれも併せて委託したと。

○小寺こどもみらい課グループマネージャー

委託した債権については、そこの対応も委託業務の中に含まれているという整理でございます。

○西澤委員

債権回収会社でそこまでできるでしょうか。生活困窮者に対する相談業務というのはできるんでしょうか。

どういう債権回収会社を選択したかは分かりませんけれども、親身になって相談にのってもらえるのであれば
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いいんですけれども、その辺もちょっと不安なところが残りますね。

私の方からは以上です。

○遠藤委員長

論点は過度の取り立てにならないようにということですね。行政サービスを質的に充実していくと、困窮者に対

してもやるというふうなことですので、その点について念頭に置きながら、是非、行政サービスの質的充実に取り

組んでいただきたいということだと思います。

それでは、他にございますか。よろしいですか。

それでは、一通り、各戦略軸に従いながら協議をして参りましたけれども、最後に皆様から全体を通して何か

御発言、御質問がございましたらいただきたいと思います。

はい、どうぞ。

○榊委員

冒頭に委員長がおっしゃった、行財政改革というのは、財政を減量化するだけでは駄目なんだという、イノベ

ーションなんだというお話があって、僕もまさしくその通りの考えです。

さっき、モニタリングとか狭いところにスポットをあてて話したのはそこのところでして、実際、そういう減量するこ

とによって、指定管理をすることによって改善していくのであればいいんですけど、逆にサービスの低下がおきて

しまうと、虻蜂取らずの問題になってしまうのかなと思います。

そういうのが実際あるのかというと、あります。経験者として、僕、今、話をしています。

そういうサービスの低下とか、県の方々が全く知らなかったと、それは管理者にお願いしているんだという話を

何度も聞かされていますので、具体的にそういう経験者としてそこにスポットをあてたので、他意はありません。サ

ービスの低下をきたさないようにしっかりやっていただきたいなという意見です。

以上です。

○遠藤委員長

ありがとうございます。

先ほど、モニタリングのことで、追加で御回答いただけるのかどうかだったんですが、何かございますか。

○富谷行政経営管理課長

後日とさせていただきたいと思います。

○遠藤委員長

では、後日ということでよろしくお願いいたします。

他にございますでしょうか。

今日、なかなか発言するチャンスがなくて、もっと御意見をお持ちの委員の方もいらっしゃるかと思いますが、

どうでしょうか。よろしいですか。

それでは、そろそろ時間も参りましたので、ここで協議は終わりにしたいと思います。

今日は、行財政改革の４つの戦略軸がございましたが、それぞれにおいて熱心な御討議をしていただきまし

た。業務戦略については、ＩＣТの問題が出て参りました。これは非常に重要だと思います。ＩＣТの技術を組み

込んで行政サービスを質的にも量的にもスピーディに行っていくという、非常に重要な課題だろうというふうに思

います。
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それから、組織戦略においても、これも非常に重要な領域でありまして、特に今日は人材の扱い、育成、採

用。それから、対象者が少なくなった場合にモチベーションをどういうふうにしていくかということも併せて、組織を

しっかり、やりがいと言いますか、生きがいと言いますか、そういったことも持ち合わせながら、組織の能力を高め

ていって、その結果として、成果を出していくということが非常に大事な課題でありますので、今日の議論を通じ

て充実した行政サービスに取り組んでいただきたいと思います。

それから、協働戦略、これも非常に大事でありまして、民営化の問題を中心に今日は議論がなされたと思いま

す。方法ですね。どういう形態でやっていくか。コンセッションの問題が出て参りました。指定管理もありますけれ

ども、今回は特にモニタリングですね。なかなか、市民の方々に分かりにくいところがございますが、これはしっか

りオープンにしてやっていくということが非常に大事かと思います。

それから、リスクをどういうふうに分担するかという問題もありました。ビジネス、起業するのは非常に大事で、こ

れはどんどんやっていくべきだというふうに思うんですが、それをどういうふうに民間で、官民で役割分担をしてい

くか、リスクをどういうふうに共有していくかという問題が今後の検討課題であるというふうに思います。

それから、最後、財政戦略においては、特に今回は、社会資本の維持管理の問題が出て参りました。これも非

常に重要な領域でございます。相当古くなっている施設がどんどん増えておりますので、そこをどういうふうに維

持管理していくかです。

それから、ファシリティマネジメントですね。この問題では、県の方々、非常に御苦労されている分野でもありま

して、今日、時間があったら本当はいろいろ聞きたいこともあったのですが。建物の減築ですね。非常に日本の

中でも先端的な改革をやっておられるというふうに感じているのですが、そういったことも含めて、ファシリティマネ

ジメントは非常に重要な分野ではないかと思います。

それから、生活困窮者に配慮しながら行政サービスを展開していくというふうな御指摘もいただいたところでご

ざいます。

以上、今日、行財政改革に係る様々な重要な問題を皆さんと一緒に協議させていただきました。

是非、今回のお話を踏まえて、優れた行政サービスを今後とも展開していただければと思っております。

では、本日、県から報告のあった、青森県行財政改革実施計画に係る取組状況については、全ての取組事

項について、熱意を持って真摯に取組が進められているものと考えます。

是非、改めて県においては、どうぞ引き続き攻めの行財政改革を今後とも進めていっていただきたい。特に、

実施段階に入っておりますので、具体的なところに入って参りますので、理念の下にディティール（細部）にこだ

わってやっていただければと思っております。

それでは、以上で本日の委員会を終了いたしたいと思います。

進行を事務局にお返しいたします。

《 ４ 閉会 》

○司会

ありがとうございました。

最後に総務部次長の阿部から御挨拶を申し上げます。

○阿部総務部次長

本日は大変貴重な御意見を賜りましてありがとうございました。

とりわけ、イノベーション効果をしっかりと県民の皆様に提供していくと。きちんと、見直しによってサービスが低

下することのないようにということが、やはり大事なことだと受け止めておりまして、我々も改革の原点といいます

か、平成１６年に大幅な見直しがスタートして、今に至っているわけでございますが、その中で、ともすれば初心
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を忘れているというところがあるのではないかということもしっかり肝に銘じて、やはり何よりもまず県民の皆様にし

っかりとサービスを届けていく、このことが改革の根っこの最も大事な部分であるというふうに肝に銘じて、これか

らの改革に当たって参りたいと思いますので、委員の皆様におかれましては、今後とも御指導、御鞭撻を賜りま

すよう、よろしくお願い申し上げます。

本日は、お忙しい中、また長時間にわたり大変ありがとうございました。

お疲れ様でございました。

○司会

これをもちまして、青森県行財政改革推進委員会を終了いたします。

大変ありがとうございました。


